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市川市新庁舎建設市民ワークショップ参加者募集要項 

 

1. 名称 

市川市新庁舎建設市民ワークショップ 

 

2. 目的 

平成 32年に供用を開始する新第 1庁舎に設けられる「市民活動支援スペース（仮称：

協働テラス）」の実現に向け、平成 27年度に引き続き、ワークショップ ※を開催する

ものです。 

ワークショップは平成 26年度から開催され、26年度には、市民活動支援スペースを

中心とした市民が利用するスペースの「コンセプト」や「配置計画」等について議論

を行い、27年度には、「協働のあり方」について考え、「協働の理念のキャッチコピー」

と「協働の基本的な条件」を作成しました。今年度は、このスペースの運営について

検討していくために、市民の皆さんと協議を行って参ります。 

 

※ワークショップとは、「三人寄れば文殊の知恵」というように、参加者がワイワイ

ガヤガヤ意見や知恵を出し合い、よりよいものを集団で考えつくる方法です。 
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4. 開催日時・会場 

 日時 会場 

第 1回 10月 22日（土） 午後 2時～5時 

市役所本庁舎 

3階 第 5・6委員会室 

第 2回 12月 10日（土） 午後 2時～5時 

第 3回  1月 21日（土） 午後 2時～5時 

第 4回  3月  4日（土） 午後 2時～5時 

市民活動支援スペース（仮称：協働テラス）の運営について考えよう 

＜市民活動支援スペース（仮称：協働テラス）＞ 

『新庁舎建設基本構想』で定めた“親しまれる庁

舎”に対する設計者からの提案。 

市民交流のきっかけを生み、活動の場所となる

スペースとして、吹き抜け空間を活用したテラス

状のスペースです。 

▲協働テラスのイメージ図（平成 27年度時点） 
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5. 応募資格 

全 4回全てに参加できる市内に居住、勤務又は通学する方 

 

6. 応募方法 

(1)「新庁舎建設市民ワークショップ参加申込書」に必要事項を記入のうえ、下記の

事務局まで郵送（必着）、持参、または FAXでお申し込み下さい。 

(2) 申込書は、市公式 Web サイトからダウンロードまたは新庁舎建設課、行徳支所

総務課、大柏出張所で配布しています。 

 

7. 応募期間 

平成 28年 9月 17日（土）～平成 28年 10月 11 日（火）（持参は土曜日、日曜日を除く） 

 

8. 応募人数 

35名程度 

 

9. 選考方法 

(1) 申込者多数の場合は、性別、年齢等を考慮のうえ、抽選により所定の定員まで

絞らせていただきます。 

(2) 抽選は、平成 28 年 10 月 13 日（木）午前 10 時より市役所本庁舎 3 階第 1 委員

会室の 2で行います。 

(3) 抽選結果は、応募者本人に通知します。 

 

10. 報酬等 

ワークショップの参加にともなう報酬等の支払いはありません。 

 

11. その他 

(1) ワークショップの様子（写真等）は、広報いちかわ、ホームページ等に掲載す

る予定です。 

(2) ワークショップには、この要項により募集する市民のほか、各種団体等から推

薦を受けた人も参加します。 

(3) 申込書により提供された個人情報については、ワークショップの実施のために

使用し、その他の目的には使用しません。 

 

12. 申し込み先・問い合わせ先 

   〒272-8501 千葉県市川市八幡 1丁目 1番 1号 市川市役所 本庁舎 6階 

   市川市役所 街づくり部 新庁舎建設課 

   電 話 047-704-0066  FAX  047-336-8071 


